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横 浜 市 条 例 第 ３ 号  

   横 浜 市 職 員 に 対 す る 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 条 例  

   等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 （ 横 浜 市 職 員 に 対 す る 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部  

 改 正 ）  

第 １ 条  横 浜 市 職 員 に 対 す る 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 条 例 （

昭 和 31 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 48 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ２ 条 の ２ 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号 並 び に 第 ２ 条 の ３ 第 １ 項 第 １ 号 及  
           こ  

 び 第 ３ 項 第 １ 号 中 「 禁 錮 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。  

 （ 横 浜 市 退 職 手 当 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  横 浜 市 退 職 手 当 条 例 （ 昭 和 24 年 ８ 月 横 浜 市 条 例 第 40 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 11 条 の ５ 第 １ 項 第 １ 号 及 び 第 ５ 項 第 ２ 号 、 第 11 条 の ６ の 見 出  

 し 及 び 同 条 第 １ 項 第 １ 号 、 第 11 条 の ７ 第 １ 項 第 １ 号 並 び に 第 11 条  
         こ  

 の ９ 第 ４ 項 中 「 禁 錮 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。  

 （ 横 浜 市 退 職 年 金 及 び 退 職 一 時 金 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ３ 条  横 浜 市 退 職 年 金 及 び 退 職 一 時 金 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 24 年 ８

月 横 浜 市 条 例 第 39 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ５ 条 中 「 各 号 の 一 」 を 「 い ず れ か 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 号 中 「

懲 役 又 は 禁 錮 の 刑 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め 、 同 条 第 ４ 号 中 「 禁 錮 」

を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め 、 同 号 た だ し 書 中 「 但 し 」 を 「 た だ し 」 に 改

め る 。  

  第 12 条 第 ３ 号 中 「 禁 錮 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。  

  第 17 条 中 「 各 号 の 一 」 を 「 い ず れ か 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 号 中 「

禁 錮 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。  

  第 21 条 第 １ 項 中 「 各 号 の 一 」 を 「 い ず れ か 」 に 改 め 、 同 項 第 ２

号 本 文 中 「 禁 錮 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 、 「 終 り 」 を 「 終 わ り 」 に 改 め

、 同 号 た だ し 書 中 「 但 し 」 を 「 た だ し 」 に 、 「 言 い 渡 し 」 を 「 言

渡 し 」 に 、 「 取 り 消 し 」 を 「 取 消 し 」 に 、 「 終 り 」 を 「 終 わ り 、

」 に 改 め る 。  

 （ 横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ４ 条  横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 条 例 （ 令 和 元 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 36 号

） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ９ 条 第 ５ 項 第 ５ 号 イ 、 第 20 条 第 ４ 項 第 ２ 号 、 第 26 条 第 ５ 項 第

４ 号 イ 及 び 第 37 条 第 ４ 項 第 ２ 号 中 「 禁 錮 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る

。  

 （ 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ５ 条  横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 14 年 12 月 横 浜

市 条 例 第 58 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第  159 条 か ら 第  161 条 の ２ ま で の 規 定 中 「 懲 役 」 を 「 拘 禁 刑 」
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に 改 め る 。  

 （ 横 浜 市 斜 面 地 に お け る 地 下 室 建 築 物 の 建 築 及 び 開 発 の 制 限 等 に  

 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ６ 条  横 浜 市 斜 面 地 に お け る 地 下 室 建 築 物 の 建 築 及 び 開 発 の 制 限

等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 16 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ４ 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

  第 13 条 中 「 懲 役 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。  

 （ 横 浜 市 開 発 事 業 の 調 整 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ７ 条  横 浜 市 開 発 事 業 の 調 整 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 16 年 ３ 月 横 浜

市 条 例 第 ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 42 条 第 １ 項 中 「 懲 役 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。  

 （ 横 浜 市 屋 外 広 告 物 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ８ 条  横 浜 市 屋 外 広 告 物 条 例 （ 平 成 23 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 13 号 ）  

 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 54 条 中 「 懲 役 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。  

 （ 横 浜 市 消 防 表 彰 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ９ 条  横 浜 市 消 防 表 彰 条 例 （ 昭 和 23 年 10 月 横 浜 市 条 例 第 58 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ５ 条 中 「 禁 錮 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。  

 （ 横 浜 市 消 防 団 員 の 定 員 、 任 免 、 給 与 、 服 務 等 に 関 す る 条 例 の 一  

 部 改 正 ）  

第 10 条  横 浜 市 消 防 団 員 の 定 員 、 任 免 、 給 与 、 服 務 等 に 関 す る 条 例  

 （ 昭 和 26 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 65 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る  

 。  

  第 ４ 条 中 「 各 号 の 一 」 を 「 い ず れ か 」 に 改 め 、 同 条 第 １ 号 中 「  

 禁 錮 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。  

  第 ５ 条 中 「 各 号 の 一 」 を 「 い ず れ か 」 に 改 め 、 同 条 第 ４ 号 中 「  

 禁 錮 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。  

 （ 横 浜 市 消 防 団 員 に 係 る 退 職 報 償 金 の 支 給 に 関 す る 条 例 の 一 部 改  

 正 ）  

第 11 条  横 浜 市 消 防 団 員 に 係 る 退 職 報 償 金 の 支 給 に 関 す る 条 例 （ 昭  

 和 39 年 ６ 月 横 浜 市 条 例 第 86 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ６ 条 中 「 各 号 の 一 」 を 「 い ず れ か 」 に 改 め 、 同 条 第 １ 号 中 「  
  こ  

 禁 錮 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め 、 同 条 第 ４ 号 中 「 前 各 号 」 を 「 前 ３ 号  

 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 罰 則 の 適 用 等 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 前 に し た 行 為 の 処 罰 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例
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に よ る 。  

３  こ の 条 例 の 施 行 後 に し た 行 為 に 対 し て 、 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全

等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 31 年 ２ 月 横 浜 市 条 例

第 ９ 号 ） 附 則 第 ５ 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ

る 罰 則 を 適 用 す る 場 合 に お い て 、 当 該 罰 則 に 定 め る 刑 の う ち 刑 法

等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ４ 年 法 律 第 67 号 ） 第 ２ 条 の 規 定 に

よ る 改 正 前 の 刑 法 （ 明 治 40 年 法 律 第 45 号 ） 第 12 条 に 規 定 す る 懲 役

（ 有 期 の も の に 限 る 。 ） は 、 長 期 及 び 短 期 を 同 じ く す る 有 期 拘 禁

刑 と す る 。  

 （ 横 浜 市 職 員 に 対 す る 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部  

 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）  

４  刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 及 び 刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律

の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 理 等 に 関 す る 法 律 （ 令 和 ４ 年 法 律 第 68

号 ） 並 び に こ の 条 例 （ 次 項 に お い て 「 刑 法 等 一 部 改 正 法 等 」 と い

う 。 ） の 施 行 前 に 犯 し た 禁 錮 以 上 の 刑 （ 死 刑 を 除 く 。 次 項 に お い

て 同 じ 。 ） が 定 め ら れ て い る 罪 に つ き 起 訴 を さ れ た 者 は 、 第 １ 条

の 規 定 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 職 員 に 対 す る 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当

に 関 す る 条 例 第 ２ 条 の ３ 第 １ 項 （ 第 １ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 及

び 第 ３ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 拘 禁 刑 が 定 め ら れ て い る 罪 に

つ き 起 訴 を さ れ た 者 と み な す 。  

 （ 横 浜 市 退 職 手 当 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）  

５  刑 法 等 一 部 改 正 法 等 の 施 行 前 に 犯 し た 禁 錮 以 上 の 刑 が 定 め ら れ

て い る 罪 に つ き 起 訴 を さ れ た 者 は 、 第 ２ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の

横 浜 市 退 職 手 当 条 例 第 11 条 の ５ 第 １ 項 及 び 第 ５ 項 、 第 11 条 の ６ 第

１ 項 （ 第 １ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 、 第 11 条 の ７ 第 １ 項 （ 第 １ 号

に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 並 び に 第 11 条 の ９ 第 ４ 項 並 び に 横 浜 市 退 職

手 当 条 例 第 11 条 の ９ 第 ３ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 拘 禁 刑 が 定

め ら れ て い る 罪 に つ き 起 訴 を さ れ た 者 と み な す 。  

 




